
①「許可書」及び「認可書」を
廃止しました！

申請書に許認可印の押印
（許認可番号及び日付記入）をもって、

従前の許可書等と同等のものとして運用します。

③「許可書」の再交付の規定を廃止しました！
令和５年11月１日以降、「設置（変更）許可書」の再交付は行いません。

（令和５年11月１日以前に許可を受けた危険物施設の許可書等についても同様です。）
そのため、危険物施設を廃止する際は、「許可書」の提出は不要です。

福岡市危険物規制規則の一部改正により、
令和５年11月１日から許可書等の取扱いが変わります！！

福岡市消防局からのお知らせ

上記の取扱いについて、ご理解いただきますようお願いいたします。

②「仮使用の掲示板」の
掲示義務を
廃止しました！

問い合わせ先
福岡市消防局 予防部 指導課 危険物係
TEL：092-725-6991



根拠条文
福岡市危険物規制規則 昭和43年４月１日 規則第36号

令和５年10月23日 福岡市規則第104号 公布

（製造所等の許可）
第４条 市長は、法第11条第２項の規定により製造所等の設置又は変更の
許可をしたときは、当該許可に係る申請書に所要事項を記載して申請者に
返付する。

（仮使用承認の申請）
第５条 市長は、法第11条第５項ただし書の規定による製造所等の仮使用
の承認をしたときは、当該承認に係る申請書に所要事項を記載して申請者
に返付する。

（予防規程の認可）
第７条 市長は、法第14条の２第１項の規定により予防規程の制定又は変更
の認可をしたときは、当該認可に係る申請書に所要事項を記載して申請者
に返付する。

（製造所等の譲渡等の届出）
第11条 （略）
２ 法第12条の６の規定による製造所等の用途廃止の届出には、 完成検査
済証を添付しなければならない。

（タンク検査済証等の再交付）
第12条 省令に定めるタンク検査済証及び保安検査済証（以下この条にお
いて「タンク検査済証等」という。）の交付を受けた者が、亡失、滅失、汚損、
破損その他の理由により当該タンク検査済証等の再交付を受けようとする
ときは、タンク検査済証等再交付申請書（様式第13号）により市長に申請
しなければならない。
２ タンク検査済証等の汚損又は破損により前項の規定による申請をする場
合は、申請書に当該タンク検査済証等を添えて提出しなければならない。
３ タンク検査済証等を亡失してその再交付を受けた者は、亡失したタンク検
査済証等を発見した場合は、速やかにこれを市長に提出しなければならな
い。
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